
ＩＲいしかわ鉄道線の用地境界確認に関するご案内

ＩＲいしかわ鉄道株式会社



※当社より境界立会に係る費用は一切請求しておりません。

※申請をなされていない場合は作業の中止を申し入れさせて頂きます。

・用途廃止及び売払いが生じる作業

　「ＩＲいしかわ鉄道株式会社」の用地と隣接している土地の売買等において「用地

境界確定等」が必要な場合は申請が必要となりますので、ご協力の程よろしくお願い致

【当社へ申請が必要な作業等】

します。

・用地境界立会

・国土調査（法務局の地図作成業務も含む）

・土地区画整理事業区域の設定作業

・地積更正が生じる作業

・地図訂正が生じる作業

・土地分筆・合筆が生じる作業

・当社が申請が必要と認める作業

　鉄道線路に近接している箇所も多くありますので、当社の判断によっては保安要員を用意し

ていただく場合があります。作業をなされる作業員の安全の確保が第一となりますのでご協力

の程、よろしくお願い致します。

【作業にあたっての注意事項】



【用地境界立会申請範囲】

ＩＲいしかわ鉄道線の用地境界確認に関するご案内

・用地境界立会申請箇所は熊坂トンネル出口から倶利伽羅トンネルの入口までの石川県内の区間となります。

・七尾線については、当社の津幡駅から約500mの区間は当社で現地境界立会を行います。

・七尾線の当社津幡駅から約500mより七尾寄りの区間ならびに北陸新幹線についてはJR西日本へお問い合わせください。

熊坂ﾄﾝﾈﾙ

出口
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【作業フロー】

申請者 測量会社、土地家屋調査士等 ＩＲいしかわ鉄道

境界確定発生 申請書作成・提出
発注

依頼

申請書受理

事前協議 ※申請書提出前でも対応は可能

現地境界立会日程調整

社内精査・判断受理・検討・回答

受理・精査

現地境界立会実施 ※申請者もしくは測量会社、土地家屋調査士等

確定書類作成

公印押印受理

※法務局等へ提出

返送

※上記フローは基本です。個人での申請の場合はこれによらない場合もあります。
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・申請者が代理人の場合は、委任状を添付すること

・申請書には隣接者の同意書を添付すること

・印鑑証明書、資格証明書が必要な場合は必要代金（収入印紙）を必要分一緒に送付すること

・筆界確認書、立会確認書等は袋とじのうえ割り印を押印すること

筆界確認書
立会確認書

は申請者へ押印後1部返
却

相隣関係に伴う事務処理手続きについて①

１.地積更正

２.地図訂正

記　事申請者添付書類

①申請書

②位置図（縮尺1:25000 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

③平面図（縮尺1:500 ※住宅地図、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

④公図（法務局備付 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）

⑤求積図（縮尺1:500 ※個人で作成不可なら添付なしでも可）

⑥登記簿謄本（申請者及び当社用地 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）

⑦申請者の印鑑証明書

⑧筆界確認書（申請者の様式でも可）

⑨立会確認書

⑩現地写真

申請者添付書類 記　事

①申請書

②位置図（縮尺1:25000 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

③平面図（縮尺1:500 ※住宅地図、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

⑨現地写真

⑦承諾書

承諾書
立会確認書

は申請者へ押印後1部返
却

３.用途廃止及び売払い

④公図（法務局備付 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）（訂正前後の案）

⑤登記簿謄本（申請者及び当社用地 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）

⑥申請者の印鑑証明書

⑧立会確認書

⑧立会確認書

⑨現地写真

申請者添付書類 記　事

①申請書

同意書
立会確認書

は申請者へ押印後1部返
却

②位置図（縮尺1:25000 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

③平面図（縮尺1:500 ※住宅地図、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

④公図（法務局備付 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）（訂正前後の案）

⑤求積図（縮尺1:500）

⑤登記簿謄本（申請者及び当社用地 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）

⑦同意書
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・申請者が代理人の場合は、委任状を添付すること

・申請書には隣接者の同意書を添付すること

・印鑑証明書、資格証明書が必要な場合は必要代金（収入印紙）を必要分一緒に送付すること

・筆界確認書、立会確認書等は袋とじのうえ割り印を押印すること
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・当社用地内で合筆できるものはおこなうよう協議をすること。ただし取得日が違う土地は合筆できない

ので、その点を留意すること。

・事前協議の段階で、一筆地測量最終成果（面積・座標等）を事業者より頂くこと。

・国土調査終了にあたっては、登記完了及び事業完了文章を頂くこと。

・国土調査の申請にあたっては、半年前の協議となるため直前での申請は協議が必要となる。

相隣関係に伴う事務処理手続きについて②

国土調査法に伴う事務処理手続きについて

４.土地分筆・合筆

申請者添付書類 記　事

①申請書

筆界確認書
立会確認書

は申請者へ押印後1部返
却

②位置図（縮尺1:25000 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

③平面図（縮尺1:500 ※住宅地図、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

④公図（法務局備付 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）

⑤分筆後公図（法務局申請予定のもの）

⑥求積図（縮尺1:500 ※個人で作成不可なら添付なしでも可）

⑦登記簿謄本（申請者及び当社用地 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）

⑧申請者の印鑑証明書

⑨筆界確認書（申請者の様式でも可）

⑩立会確認書

⑪現地写真

国土調査

申請者添付書類 記　事

①申請書

②位置図（縮尺1:25000 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

③平面図（縮尺1:500 ※住宅地図、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ地図でも可）

④公図（法務局備付 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）

⑤登記簿謄本（申請者及び当社用地 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの取得でも可）
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※申請書のデータは打合せの際に改めてお渡し致します。
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【お問合せ部署】

　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７６－２５６－０５６０

ご不明な点がございましたら、上記電話番号へご連絡ください。

・保安体制が必要な目安は当社HP掲載の「線路周辺で工事を行われる方へのお願い」
を参考にしてください。

・申請から用地境界立会実施まで約1ヶ月程度を要しますので、提出される際はゆとり
をもって提出してください。

・当社の用地界標はすべて座標化されております。必要範囲の座標を提供させていただ
きます。

・当社の基準点については、線路に近接しているため、保安体制を取っていただかない
と使用はできませんのでご了承ください。

〒920-0005 石川県金沢市高柳町9の1番地1

　　　ＩＲいしかわ鉄道株式会社　総務企画部 経理課 用地境界立会窓口


